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新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

 

はじめに、新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、

医療関係者の皆様、介護・福祉施設等の関係者の皆様、そして、各

保健所等において防疫・検査業務を実施している方々には、日夜、

厳しい環境の中で必死に対応いただいていることに対し、県民を代

表して心より感謝申し上げます。 

 

また、現在、新型コロナウイルス感染症により入院されている

方々におかれましては、一日も早い御回復をお祈り申し上げます。 

 

さて、昨日、政府では緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大する

とともに、まん延が進む首都圏等の１３都道府県については、重点

的に感染拡大の取組を進める必要がある地域として、特定警戒都道

府県に指定されたところです。 

 

この度の政府の決定を端的に表せば、この国を新型コロナウイル

スから守るため、特にゴールデンウィーク期間中には、人と人との

接触を極力避け、全国民が御自宅でお過ごしいただきたいというも

のです。 



 

そして、県民の皆様方におかれては、都市部からの人の移動等に

よる本県の感染拡大を防ぐため、感染がまん延する首都圏・関西圏

等の特定警戒都道府県との往来は自粛していただくことに加え、そ

の他の地域への移動についてもお控えいただくか、あるいは、移動

先の感染者発生状況をよく確認の上、リスクが高い地域へは行かな

いことについて徹底していただくことが非常に重要なことだと思っ

ています。 

 

ゴールデンウィークは、春爛漫、桜咲き誇る「美しいふるさと青

森」に、お子さん、お孫さん、故郷の仲間たちが楽しく集う素敵な

季節です。 

里帰りできる故郷、そして仲間があることは、素晴らしいことで

すが、故郷の家族や友人たちを守るため、先ほども申し上げたとお

り、首都圏・関西圏等の特定警戒都道府県にお住いの方におかれて

は、何とぞ今年だけは、帰省を我慢いただきたいと思います。 

 

それでは、県民の皆様方へ御協力をお願いしたい事項について、

改めて申し上げます。 

 

〇 ５月６日までの間、青森県全域を対象に以下の緊急事態措置を

実施します。 

〇 事態の収束を図るため、できるだけ人と人との接触機会の低減

に取り組んでいただきたいと思います。 

   

〇 新型インフルエンザ対策特別措置法第４５条第１項の規定に基

づく措置として、県民の皆様方においては、不要不急の外出を自

粛するよう要請します。 



なお、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出

し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活の維持の

ための行動は、不要不急の外出に該当しません。 

 

〇 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいだ移動は極力お

控えいただき、特に、感染がまん延する首都圏など１３の特定警

戒都道府県との往来については自粛してください。 

 

〇 特に、大型連休期間中においては、特措法第 45 条第 1 項の規

定に基づく措置として、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自

粛するよう要請します。 

 

〇 お仕事においては、在宅勤務、時差出勤や自転車通勤など、人

との交わりを低減する工夫をお願いします。 

 

〇 繁華街の接待を伴う飲食店等への外出は自粛してください。 

 

〇 イベント、会議、スポーツ、夜間の飲食等も含め、あらゆる場

面において、密閉・密集・近距離での会話といった３つの「密」

を避けることを徹底してください。 

さらに、３つの「密」が重ならない場合でも、感染リスクを低

減するため、できるだけ「ゼロ密」を目指しましょう。 

 

〇 感染が疑われる症状が出た場合には、医療機関を受診する前

に、まずは保健所に設置している「帰国者・接触者相談センタ

ー」に事前に連絡してください。同センターが、「帰国者・接触

者外来」に案内いたします。 

 



〇 手洗い、咳エチケットの徹底、風邪のような症状がある場合に

は、会社等を休むなど、拡散防止につながる行動をお願いしま

す。 

 

〇 緊急事態措置の実施区域となりましたが、罰則を伴う外出禁止

や交通の遮断等を行うものではありませんので、食料・医薬品や

生活必需品に係る買い物などは今までどおり行っていただくな

ど、冷静な行動をお願いします。 

 

なお、本日の本部会議において教育委員会から、児童生徒、保護

者及び地域住民の不安の解消を図り、適切な教育環境を整備するこ

とを目的として、県立学校について、必要な対策を講じた上で４月

２０日から５月６日までの期間を一斉臨時休業する旨の報告があり

ました。 

保護者の皆様におかれましては、御理解と御協力をお願いしま

す。 

 

今回の移動自粛等のお願いについては、全国民が足並みを揃えて

取り組むことによって初めて感染拡大防止の効果が得られるものと

考えております。 

 

 県民の皆様方には、何かと御不便をおかけすることとなります

が、県民の皆様方の命と暮らしを守るため、特段の御理解と御協力

をお願い申し上げます。 


